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広報ナカガワお知らせ版 
令和７年３月１４日号  発行 中川町役場  編集 地域振興課広報情報係 

 

 

お知らせ版の発行日について 

 
 

現在、広報ナカガワお知らせ版を毎月 1日、第 2金曜日に発行しております

が、月によっては次の発行日までの期間が短くなっておりました。 

そのため、お知らせ版の発行日を毎月 1日、15日に変更いたします。 

次回 4月 1日（火）のお知らせ版で発行スケジュールをお知らせします。 

※発行日が土日・祝日の場合、直後の平日に発行となります。 

 

【お問い合わせ】地域振興課 広報情報係 7-2819 
 

 

 

３月は「町税・使用料の収納強化月間」です 

 

 

町では、３月を収納強化月間として、町税や各種使用料の未納がある方を対象

に、電話での催告や、自宅訪問等を実施いたします。 

納め忘れがある場合は早めの納付をお願いします。また、納期限までの納付が

困難等の場合のご相談も受け付けておりますので、まずは下記担当までご連絡く

ださい。 

 

【お問い合わせ】 

町税に関するご相談     住民課   税務係    7-2814 

住宅・水道料に関するご相談 建設水道課 住宅水道係  7-2815 
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令和７年度 ポンピラアクアリズイング 

１００円入浴券（年間パス券）についてのご案内 
 

 

 年度末年齢７５歳以上の方（令和８年３月３１日に７５歳に到達している方）及び７４歳以

下の障がい者（児）手帳をお持ちの方に、１００円入浴券（年間パス券）を送付いたします。 

今年度新たに対象となる方には、１００円入浴券（年間パス券）を４月１日（火）までにお

届けする予定です。また、すでに令和６年度のパス券をお持ちの方は、４月４日（金）までに

お届けいたします。 

温泉利用については、ホテル入口横に設置した下の券売機で１００円の利用券を購入し、フ

ロントにてパス券を提示したうえで利用券をスタッフにお渡しください。 

 

 

 

① 年度末年齢満 75歳以上の方 

（令和 8年 3月 31日に 75歳に到達している方） 
 
② 障がい者（児）手帳をお持ちの方 

 

 

対象者に届く１００円入浴券（見本） 
  

                          

   

    

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※注意：令和６年度１００円入浴券をお持ちの方の有効期限は、令和７年度入浴

券が届くまでとなっております。 

 

【お問合せ先】住民課 健康推進係 7-2813 

 

 

 

 

 

１００円入浴券対象

者 

１００円入浴券（年間パス

券）を利用の方は、券売機の

こちらの１００円利用券を購

入してください。 

見本 見本
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令和７年度中川町おでかけハイヤー支援事業が 

４月から始まります！ 
 

 

令和７年度の「利用者証」及び「利用券」の申請受付と交付を、次のとおり実

施します。 

【 事 業 の 概 要 】 

◆ 対 象 者 ： 中川町に住民登録されている 

●昭和 2６年 3月 31日以前生まれの方 

（令和８年３月３１日現在７５歳以上の方） 

●視覚、体幹、下肢の身障者手帳をお持ちの方 

●妊産婦の方 

●歌内・国府居住の方 

◆ 受付期間 ：３月２４日（月）から随時受付いたします 

◆ 利用料金 ：1回につき 200 円 

◆ 対象区域 ： 自宅と市街地内目的地（往復利用も可能） 

◆ 利用日時 ： ハイヤー会社の営業日及び営業時間 

●営 業 日＝ハイヤー会社営業日 

●営業時間＝ハイヤー会社営業時間内 

◆ そ の 他 ：● ４月からの利用には申請手続きが必要です 

● 申請行為は、家族や知人等代理の方でも可能です 
 

【 問い合わせ・申請窓口 】住民課 住民生活係  7-2814 
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月 日       行   事 

３月 

１５日 

（土） 

 

１６日 

（日） 

 

１７日 

（月） 

■お別れ会【幼セ】 

１８日 

（火） 

■一般健康相談【保セ】13：00～16：00 

１９日 

（水） 

 

２０日 

（木） 

春分の日 

■春山森林浴【ナポ】 

２１日 

（金） 

■卒園式【幼セ】 

 

月 日       行   事 

２２日 

（土） 

■1号認定春休み【幼セ】 

２３日 

（日） 

 

２４日 

（月） 

■修了式・離任式【小・中】 

 

２５日 

（火） 

■季節の料理教室【保セ】10：00～13：00 

■一般健康相談【保セ】13：00～16：00 

■年度末休業日【小・中】～31日 

 

２６日 

（水） 

 

２７日 

（木） 

■音読教室【図】10：00～ 

２８日 

（金） 

■産科婦人科専門外来【診】 

10：00～12：00（要予約） 

場所の表示は、下のように省略しています 

【学セ】生涯学習センター【保セ】保健センター 【佐公】佐久地区公民館 【1区】1区会館 【2区】2区会館 【寿】寿の家  

【4区】4区会館 【5区】5区会館 【誉 1】誉一会館 【誉 2】誉二会館 【大富 2】大富二会館 【伝承】佐久ふるさと伝承

館 【幼セ】幼児センター 【ま】まめちょ 【小】中央小学校 【中】中川中学校 【交プ】交流プラザ 【パ】パークゴルフ場  

【球】町営球場 【ぬ】ぬくもり 【ス】町民スキー場 【歯】町立歯科診療所 【ナポ】ナポートパーク 【診】町立診療所 

【エコ】エコミュージアムセンター  【トレ】農業者トレーニングセンター 【歌農】歌内地区農作業管理休養施設 

【国農】国府地区農作業管理休養施設 【図】中川町中央公民館図書室 【プ】町民プール 【ポ】ポンピラアクアリズイング 
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月 日       行   事 

２９日 

（土） 

 

３０日 

（日） 

 

３１日 

（月） 

 

4月 

１日 

（火） 

■入園式【幼セ】 

■一般健康相談【保セ】13：00～16：00 

広報ナカガワお知らせ版発行日 

２日 

（水） 

■小児科専門外来【診】13：30～16：00 

３日 

（木） 

 

４日 

（金） 

 

月 日       行   事 

５日 

（土） 

 

６日 

（日） 

 

７日 

（月） 

■１学期始業式・着任式【小・中】 

８日 

（火） 

■入学式【小・中】 

■一般健康相談【保セ】13：00～16：00 

９日 

（水） 

■交通安全街頭指導【中】 

■眼科専門外来【診】11：00～13：30 

１０日 

（木） 

 

１１日 

（金） 

■夜間開館 19：30まで 

場所の表示は、下のように省略しています 

【学セ】生涯学習センター【保セ】保健センター 【佐公】佐久地区公民館 【1区】1区会館 【2区】2区会館 【寿】寿の家  

【4区】4区会館 【5区】5区会館 【誉 1】誉一会館 【誉 2】誉二会館 【大富 2】大富二会館 【伝承】佐久ふるさと伝承

館 【幼セ】幼児センター 【ま】まめちょ 【小】中央小学校 【中】中川中学校 【交プ】交流プラザ 【パ】パークゴルフ場  

【球】町営球場 【ぬ】ぬくもり 【ス】町民スキー場 【歯】町立歯科診療所 【ナポ】ナポートパーク 【診】町立診療所 

【エコ】エコミュージアムセンター  【トレ】農業者トレーニングセンター 【歌農】歌内地区農作業管理休養施設 

【国農】国府地区農作業管理休養施設 【図】中川町中央公民館図書室 【プ】町民プール 【ポ】ポンピラアクアリズイング 

 


